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１２２．０２  

 

併合納付に関する取扱い（特・実・意）  

 

 

１．２以上の特許権、実用新案権又は意匠権に係る設定登録後の特許料、実用新

案登録料又は意匠登録料（年金）の納付手続については、法域が同一であり、

権利者が同一である場合（特許法第１０７条第３項、実用新案法第３１条第３

項又は意匠法第４２条第３項の規定により国と国以外の者との共有に係る特許

（登録）料の納付をする場合、特許法第１０９条又は他の法令の規定により特

許料の減免を受ける場合を除く。）に限り、一の書面で電子情報処理組織を使

用して、又は書面の提出により行うことができるものとする。  

２．次の表の第２欄に掲げる納付手続を書面の提出により行う場合は、同表の第

３欄に掲げる書類を同表の第４欄に掲げる書式により作成する。  

 

 
納  付  手  続  書  類  名  書  式  

１  設定登録後の特許料の併合納付  特許料納付書  書式  

第３６  

２  設定登録後の特許料の併合納付

の補充  

特許料納付書（補充）  書式  

第５１  

３  設定登録後の実用新案登録料の

併合納付  

実用新案登録料納付書  書式  

第３７  

４  設定登録後の実用新案登録料の

併合納付の補充  

実用新案登録料納付書（補充） 書式  

第５２  

５  設定登録後の意匠登録料の併合

納付  

意匠登録料納付書  書式  

第３８  

６  設定登録後の意匠登録料の併合

納付の補充  

意匠登録料納付書（補充）  書式  

第５３  
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３．次の表の第２欄に掲げる納付手続を電子情報処理組織を使用して行う場合は、

同表の第３欄に掲げる書類を同表の第４欄に掲げる書式により電子計算機から

入力し記録する。  

 

 
納  付  手  続  書  類  名  書  式  

１  設定登録後の特許料の併合納付

の申出  

特許料納付書  書式  

第３９  

２  設定登録後の特許料の併合納付

の申出の補充  

特許料納付書（補充）  書式  

第５４  

３  設定登録後の実用新案登録料の

併合納付の申出  

実用新案登録料納付書  書式  

第４０  

４  設定登録後の実用新案登録料の

併合納付の申出の補充  

実用新案登録料納付書（補充） 書式  

第５５  

５  設定登録後の意匠登録料の併合

納付の申出  

意匠登録料納付書  書式  

第４１  

６  設定登録後の意匠登録料の併合

納付の申出の補充  

意匠登録料納付書（補充）  書式  

第５６  

 

（改訂平成２４・４）  

 


